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７．「働きながら資格をとる」介護雇用
プログラム



Ⅱ 具体的な対策
２．「緊急雇用創造プログラム」の推進
（１） ３つの重点分野におけるプログラムの推進

成長分野における雇用促進のため、「働きながら職業能力を高める」
雇用プログラムの推進等に取り組む

〈介護雇用創造〉
① 「働きながら資格をとる」介護雇用プログラム
・ 求人ニーズが高い介護分野で、働きながら資格取得（介護福祉士、
ホームヘルパー２級）ができるよう支援するプログラムを創設

・ 資格取得のための研修費用の手当及び１年又は２年の実践的な
雇用経験の付与を可能にするため、「緊急雇用創出事業」の要件を緩和

・ 実習免除等の働きながら資格を取ることを容易にするための措置の導入等

・ 地方自治体に対して、①重点事業としての事業採択と事業の前倒し執行、

②介護サービス施設、事業者への積極的な周知を要請

緊急雇用対策 （平成21年10月23日緊急雇用対策本部） 抜粋
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